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プロセス

* 作業の流れについて

Ⅰ.電子申告作業

達人シリーズや外部システムで作成したデータを取込み、申告・申請等データの作成、検証、署名、
送信、送信後のメッセージ確認を行う。

<参考> e-Tax、eLTAXのログインや送受信に関わる事前設定は、「送受信の設定」から行う。
申告・申請等データの送信前やメッセージの受信を行う前に、「送受信の設定」を確認する。

<参考> リストへ初期表示するデータの対象年度を設定する場合は、ツリーメニュー上部の[切替]
ボタンから設定する。直近３年分の表示または指定の年度分の表示が選択できる。

1. 申告・申請等データの取込を行う

　 達人シリーズの帳票データの取込や外部データの取込を行う場合は、画面左側のツリーメニュー
　 から「国税電子申告」または「地方税電子申告」配下の「1.取込」を選択する。

2. 申告・申請等データの検証を行う

　 申告・申請等データのエラー確認やスキーマチェックを行う場合は、画面左側のツリーメニューか
　 ら「国税電子申告」または「地方税電子申告」配下の「2.検証」を選択する。

3. 申告・申請等データの署名を行う

　 申告・申請等データの署名追加や削除、署名内容確認を行う場合は、画面左側のツリーメニュー
　 から「国税電子申告」または「地方税電子申告」配下の「3.署名」を選択する。

4. 申告・申請等データの送信を行う

　 申告・申請等データの送信や送信結果確認を行う場合は、画面左側のツリーメニューから「国税
　 電子申告」または「地方税電子申告」配下の「4.送信」を選択する。

5. メッセージの確認を行う

　 eTax、eLTAXのメッセージボックスのデータのダウンロードやメッセージの確認を行う場合は、
　 画面左側のツリーメニューから「国税電子申告」または「地方税電子申告」配下の「5.メッセージ
　 確認」を選択する。

Ⅱ.送受信の設定

「送受信の設定」の利用者情報は、e-TAX・eLTAXへの申告・申請等データの送信、メッセージの
受信、e-TAX・eLTAXセンター情報の登録・更新の際に使用する。 
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システム名 電子申告の達人 作業の流れ

※ カードリーダーを接続して作業を行う。



メッセージの受信やログイン等を便利に利用するために、利用者情報の追加、編集、受信用設定、
共通設定を実施する。

<参考> 申告・申請等データ取込の際やメッセージ受信の際に、申告・申請等データやメッセージ
データ内の利用者識別番号または利用者ＩＤから、納税者と代理人の利用者情報が自動的に
生成される。

注意） 利用者識別番号や利用者ＩＤが同一のデータは重複して登録できない。

１.利用者情報を手動で追加する

　 利用者情報を手動で追加する場合は、[利用者の追加]ボタンをクリックする。

　 各項目を入力して設定する場合は「新規登録」、「データ管理の達人」の事業者データベースの
　 情報を用いて設定する場合は「事業者データベースから登録」をクリックする。

2. 利用者情報を編集する

　 利用者情報の登録内容に変更が有る場合や申告・申請等データの事業者コードを再付番
　 する場合は、[利用者情報の編集]ボタンをクリックし設定を行う。

3. 利用者情報をインポートする

　 「電子申告の達人」の利用者情報のＣＳＶファイルや別のデータベースから利用者情報をイン。
　 ポートする場合は、[インポート]ボタンをクリックし利用者情報のインポートを行う。

4. 利用者情報をエクスポートする

　 登録済みの利用者情報をＣＳＶファイルにエクスポートする場合は、[エクスポート]ボタンをクリッ
　 クし利用者情報のエクスポートを行う。

5. 利用者情報へ受信用の設定を行う

　 メッセージのダウンロード処理に関する設定を行う場合は、「受信用設定」タブをクリックする。
　 また、ダウンロード対象メッセージのフィルタ条件等の設定を行う場合は、「受信用設定」タブを
　 開いた状態で[設定]ボタンをクリックする。

6. 利用者情報からe-Tax、eLTAXの登録情報の設定を行う

　 e-Tax、eLTAXセンタへの各種情報（暗証番号、電子証明書等）の登録や、e-Tax、eLTAXログ
　 イン用の暗証番号のデータベースへの登録を行う場合は「共通設定」タブをクリックし、[設定]
　 ボタンをクリックする。
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プロセス

* 国税電子申告 「1.取込」について

達人シリーズの各ソフトウェアで作成した申告・申請等の帳票データの取込を行う。

1. ツリーメニューから「1.取込」を選択し、[達人シリーズからの取込]ボタンをクリックする。 

「機能選択」画面が表示される。

2. 取込を行う[手続きの種類]、[法人個人区分]の各項目を選択し、[次へ]ボタンをクリックする。
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システム名 電子申告の達人 　国税電子申告 「1.取込」

取込を選択する

達人シリーズからの

取込をクリックする

手続きの種類を選

択する

次へをクリックする

法人個人区分を選

択する

送信済データを表

示しないにﾁｪｯｸを入

れる



3. 取込を行う[税目]、[申告年度]、[手続き名]の各項目を選択し、[確定]ボタンをクリックする。 

  注意） 提出期限（7年）を過ぎている年度は[申告年度]に表示されない。

4. 選択した税目・手続き等に対応した業務ソフトウェアからのインポート画面に切り替わる。

　 基本的には[参照]ボタンから取込対象の顧問先を選択するが、各税目・手続きごとにその他の
　 選択内容が異なるので、ウィザード画面の指示に従って操作を進める。

<例 ： 法人税確定申告の場合>

➀ [次へ]をクリックする。
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確定をクリックする

税目を選択する

申告年度を選択す

る

手続き名を選択する

次へをクリックする



②[参照]をクリックする。

③ 接続先を選択する。

④ 顧問先を選択する。

⑤ [確定]をクリックする。
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参照をクリックする

顧問先を選択する

確定をクリックする

接続先を選択する



⑥ [次へ]をクリックする。

⑦ 取込を行う帳票を選択する。

⑧ [次へ]をクリックする。
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次へをクリックする

次へをクリックする



⑨ 顧問先名・事業年度を確認し、[完了]をクリックする。。

※ 法人税の申告手続きの場合は、内訳概況書添付の確認がある。

① [はい]をクリックする。

➁ [次へ]をクリックする。
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完了をクリックする

顧問先名、事業年

度を確認する

はい をクリックする

次へ をクリックする



③ [参照]をクリックする。

③ 接続先を選択する。

④ 顧問先を選択する。

⑤ [確定]をクリックする。
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参照をクリックする

顧問先を選択する

確定をクリックする

接続先を選択する



⑥ [次へ]をクリックする。

⑦ 顧問先名・事業年度を確認する。

⑧ [完了]をクリックする。

 <参考> 取込対象の申告・申請等ﾃﾞｰﾀは、あらかじめ各業務ソフトウェアで作成しておく必要がある。
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次へをクリックする

顧問先名、事業年

度を確認する

完了をクリックする



5. 確認メッセージ表示後、電子申告データが作成される。

　法人税の達人　： [閉じる]をクリックする。
　

　内訳概況書の達人 ： [閉じる]をクリックする。

作成状況が”エラー”になっていないか確認する。
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閉じるをクリックする

閉じるをクリックする

電子申告データが

作成される

作成状況がエラー

になっていないか確

認する



 <参考> 取込対象の申告・申請等データは、あらかじめ各業務ソフトウェアで作成しておく必要がある。

 <参考> 既に同一のデータが取り込まれている場合は、既に送信済みのデータを除いて取り込んだ
　データで上書きを行う。

※ 法人税確定申告の場合は、添付資料を作成する

① 法人を選択する。

② [変更]をクリックする。

③ [その他帳票]のタブをクリックする。

④ [添付書類送付書作成]をクリックする。
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法人を選択する

変更をクリックする

その他帳票タブをク

リックする

添付書類送付書作

成をクリックする



④ 電子申告及び申請・届出による添付書類送付書を選択する。

⑤ [確定]をクリックする。

⑥ [電子申告及び申請・届出書]欄に入力する。　→ ” 法人税青色確定申告書 ”

⑦ [添付書類名]欄に、税務署へ郵送する書類名を入力する。

　　　 決算報告書
　　　 株主資本等変動計算書
　　　 個別注記表
　　　（固定資産台帳） ← 固定資産のある法人のみ
      (その他）所得拡大や設備投資減税など電子申告で送信できない別表があれば

⑧ 入力が完了したら右上の[ × ]をクリックして画面を閉じる。
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電子申告及び申請・届

出による添付書類送

付書を選択する

確定をクリックする

法人税青色確定申

告書と入力する

税務署へ別送する

書類名を入力する

入力が完了したら×

をクリックする



⑨ [はい]をクリックする。

帳票が追加される。

⑩ 入力が完了したら右上の[ × ]をクリックして画面を閉じる。

⑪ [はい]をクリックする。

※ 電子申告をする内容が見本とあっているか？　基本情報等に誤りがないか？確認する。
　　（最終データでないことがあるため。）
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はいをクリックする

×をクリックして画面

を閉じる

帳票が追加される

はいをクリックする



プロセス

* 国税電子申告 「2.検証」について

取込を行った申告・申請等データについて、妥当性の検証やエラー詳細確認を行う。

Ⅰ. スキーマチェック

スキーマチェックとは、申告・申請等データに設定した基本情報や取り込んだ帳票に入力した値が
妥当であるかをチェックする処理

1. スキーマチェックを行う申告・申請等データのチェックボックスにチェックを入れる。

2. [スキーマチェック]ボタンをクリックする。

 注意） 提出期限（7年）を過ぎている申告・申請等データへのスキーマチェックはできない。

 <参考> 複数の申告データにチェックをすることで、まとめてスキーマチェックを行うことができる。
　スキーマーチェックでエラーがあった場合、結果をファイルに保存する事もできる。

Ⅱ. エラー詳細

エラー詳細確認とは、取込や変更を行った申告・申請等データの基本情報や帳票の設定値について、
エラーの箇所や内容の詳細を表示する処理。

1. エラー詳細の確認を行う申告・申請等データを選択し、[エラー詳細]ボタンをクリックする。

　エラー詳細画面が表示される。

　注意） エラーが無いデータを選択した場合は、[エラー詳細]ボタンは有効にならない。

2. エラー詳細画面で、エラーとなった[項目名]、[値]、[エラー理由]、[タグ名]が表示される。

 <参考> [プレビュー]ボタンをクリックすることで、基本情報や帳票のエラー箇所を赤字で表示できる。
14

システム名 電子申告の達人 　国税電子申告 「2.検証」

スキーマチェックを

クリックする

チェックボックスに

チェックを入れる

検証を選択する



プロセス

* 国税電子申告「3.署名」について

申告・申請等データに対し、ＩＣカードまたは電子証明書ファイルを使用して電子署名を追加する方法。

1. 署名を行う申告・申請データを作成し、ツリーメニューから「3.署名」を選択する。 

　注意） 提出期限（7年）を過ぎている申告・申請等データには署名できない。

2. 署名を行う申告・申請等データにチェックを入れ、[署名追加]ボタンをクリックする。

　電子証明書選択ダイアログが表示される。

3. 使用する電子証明書の種類を選択後、必要な情報を選択または入力し、[確定]ボタンをクリック
　する。
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システム名 電子申告の達人 　国税電子申告 「3.署名」

日税連 税理士用

電子証明書(第四世

代）を選択する

確定をクリックする

署名を選択する

署名追加をクリック

する

チェックボックスに

チェックを入れる

ICカードを利用を選

択する



　指定された電子証明書の内容が表示される。

　※ 「ＩＣカードを利用」を選択した場合、PINコードを入力するウインドウが表示される。

4. 署名する電子証明書の内容を確認の上、[OK]ボタンをクリックする。 

　電子署名が付与され、結果が表示される。 

5. [OK]ボタンをクリックすると一覧画面に戻る。 

16

OKをクリックする

PINコードを入力す

る

OKをクリックする

OKをクリックする



プロセス

* 国税電子申告 「4.送信」について

注意） 送信の際には、「送受信設定」に登録されている利用者情報の利用者識別番号を用いて
e-Taxへログインする。 送信に用いる利用者情報は、事前に「送受信設定」で登録する。

注意） 申告・申請等データの送信を行う際には、インターネットを経由してｅ-Ｔａｘへログインする。
ログインの際にｅ-Ｔａｘの利用者識別番号が必要となるので、利用者識別番号が無い場合は事前
にｅ-Ｔａｘへ電子申告の開始届出を行う必要がある。

1. 送信を行う申告・申請等データを作成し、ツリーメニューから「4.送信」を選択する。

2. 送信を行う申告・申請等データにチェックを入れ、[送信]ボタンをクリックする。

　送信準備処理が行われる。

　注意） 提出期限（7年）を過ぎている申告・申請等データは送信できない。 

3. 送信確認のメッセージが表示されたら、メッセージ内の注意を確認後に[はい]ボタンをクリック
　 する。
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システム名 電子申告の達人 　国税電子申告 「4.送信」

送信を選択する

送信をクリックする

チェックボックスに

チェックを入れる

「はい」をクリックす

る



　「認証」画面が表示される。 

4. 「認証」画面の[参照]ボタンをクリックし、「利用者一覧」画面から送信時に使用するｅ-Ｔａｘ
　の利用者識別番号の利用者情報を選択する。
　暗証番号がデータベースに保存されていない場合は暗証番号を入力し、[確定]ボタンをクリック
　する。

　ｅ-Ｔａｘにログインし、申告・申請等データの送信が行われる。

　送信完了後にメッセージが表示される。 

　<参考> 選択した利用者の利用者識別番号と、送信する申告・申請等データに設定されている
　利用者識別番号（納税者、税理士とも）が不一致の場合は、 警告メッセージが出力される。

18

確定をクリックする

完了をクリックする

OKをクリックする

暗証番号を入力す

る



プロセス

* 国税電子申告 「5.メッセージ確認」について

e-Taxのメッセージボックスからメッセージを一括ダウンロードする方法

1. [メッセージのダウンロード]ボタンをクリックする。

2. 「受信利用者確認」画面が表示される。メッセージダウンロードを行う前に、受信する利用者を確認
　・変更する。

3. [確定]ボタンをクリックする。
　登録してある利用者それぞれについて自動的にログインを行い、メッセージボックスからメッセージ
　をダウンロードする。

19

システム名 電子申告の達人 　国税電子申告 「5.メッセージ確認」

メッセージ確認を選

択する

メッセージダウン

ロードをクリックする

受信する利用者を

確認する

確定をクリックする



　<参考> 「送受信の設定」の「受信用設定」画面より取得するメッセージの期間や手続き等を指定する
　ことができる。

4. 対象となっている利用者のメッセージのダウンロードが完了すると[保存]ボタン、[閉じる]ボタンが
　表示される。[保存]ボタンをクリックするとCSV形式で表示内容を保存できる。また、[閉じる]ボタン
　をクリックするとダイアログを閉じる。 

【添付書類送付書　印刷】

5.国税電子申告　メッセージ確認　の画面から、対象法人のメッセージをダブルクリックする。
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OKをクリックする

暗証番号を入力す

る

確定をクリックする

メッセージをダブル

クリックする



　[メール詳細]の画面が開く。

6.[印刷]ボタンをクリックし、メール詳細を印刷する。

7.[送付書]ボタンをクリックする。

　[添付書類送付書]の画面が開く。

8.[印刷]ボタンをクリックし、添付書類送付書を印刷する。
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印刷をクリックする

送付書をクリックす

る

印刷をクリックする

戻る をクリックする



プロセス

* 地方税電子申告「1.取込」について

1. ツリーメニューから「1.取込」を選択し、[達人シリーズからの取込]ボタンをクリックする。

　「機能選択」画面が表示される。

2. 取込を行う[手続きの種類]、[法人個人区分]の各項目を選択し、[次へ]ボタンをクリックする。

3. 取込を行う[税目]、[申告年度]、[手続き名]の各項目を選択し、[確定]ボタンをクリックする。 
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システム名 電子申告の達人 　地方税電子申告 「1.取込」

送信済データを表

示しないにチェック

する

取込を選択する

達人からの取込をク

リックする

手続きの種類を選

択する

法人個人区分を選

択する

次へをクリックする



　注意） 提出期限（7年）を過ぎている年度は[申告年度]に表示されない。

4. 選択した税目・手続き等に対応した業務ソフトウェアからのインポート画面に切り替わる。

　 基本的には[参照]ボタンから取込対象の顧問先を選択するが、各税目・手続きごとにその他の
　 選択内容が異なるので、ウィザード画面の指示に従って操作を進める。

<例 ： 法人都道府県民税・事業税 確定申告の場合>

① [次へ]をクリックする。

23

税目を選択する

（県税 ・ 市税）

申告年度を選択す

る

手続き名を選択する

確定をクリックする

次へをクリックする



②[参照]をクリックする。

③ 接続先を選択する。

④ 顧問先を選択する。

⑤ [確定]をクリックする。

⑥ [次へ]をクリックする。
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参照をクリックする

接続先を選択する

顧問先を選択する

確定をクリックする



⑦ [OK]をクリックする。

⑧ 提出先を確認する。

⑨ [次へ]をクリックする。
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次へをクリックする

ＯＫ をクリックする

次へをクリックする

提出先を確認する



⑩ 取込を行う帳票を選択する。

　　税務代理権限証書　にチェックを入れる。

⑪ [次へ]をクリックする。

⑫ 顧問先名・事業年度を確認し、[完了]をクリックする。。

 <参考> 取込対象の申告・申請等データは、あらかじめ各業務ソフトウェアで作成しておく必要がある。

5. 確認メッセージ表示後、電子申告データが作成される。 
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次へをクリックする

チェックを入れる

顧問先名、事業年

度を確認する

完了をクリックする



作成状況が”エラー”になっていないか確認する。

※ 電子申告をする内容が見本とあっているか？　基本情報等に誤りがないか？確認する。
　　（最終データでないことがあるため。）
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閉じるをクリックする

電子申告データが

作成される

作成状況がエラー

になっていないか確

認する



プロセス

* 地方税電子申告 「2.検証」について

Ⅰ. スキーマチェック

スキーマチェックとは、申告・申請等データに設定した基本情報や取り込んだ帳票に入力した値が
妥当であるかをチェックする処理

1. スキーマチェックを行う申告・申請等データのチェックボックスにチェックを入れる。

2. [スキーマチェック]ボタンをクリックする。

　 スキーマチェックが実施され、結果が表示される。 

 注意） 提出期限（7年）を過ぎている申告・申請等データへのスキーマチェックはできない。

 <参考> 複数の申告データにチェックをすることで、まとめてスキーマチェックを行うことができる。
　スキーマーチェックでエラーがあった場合、結果をファイルに保存する事もできる。

Ⅱ. エラー詳細

エラー詳細確認とは、取込や変更を行った申告・申請等データの基本情報や帳票の設定値について、
エラーの箇所や内容の詳細を表示する処理。

1. エラー詳細の確認を行う申告・申請等データを選択し、[エラー詳細]ボタンをクリックする。

　エラー詳細画面が表示される。

　注意） エラーが無いデータを選択した場合は、[エラー詳細]ボタンは有効にならない。

2. エラー詳細画面で、エラーとなった[項目名]、[値]、[エラー理由]、[タグ名]が表示される。

 <参考> [プレビュー]ボタンをクリックすることで、基本情報や帳票のエラー箇所を赤字で表示できる。
28

システム名 電子申告の達人 　地方税電子申告 「2.検証」

検証を選択する

チェックボックスに

チェックを入れる

スキーマチェックを

クリックする



プロセス

* 地方税電子申告 「3.署名」について

申告・申請等データに対し、ＩＣカードまたは電子証明書ファイルを使用して電子署名を追加する方法。

1. 署名を行う申告・申請データを作成し、ツリーメニューから「3.署名」を選択する。 

　注意） 提出期限（7年）を過ぎている申告・申請等データには署名できない。

2. 署名を行う申告・申請等データにチェックを入れ、[署名追加]ボタンをクリックする。

　電子証明書選択ダイアログが表示される。

3. 使用する電子証明書の種類を選択後、必要な情報を選択または入力し、[確定]ボタンをクリック
　する。
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システム名 電子申告の達人 　地方税電子申告 「3.署名」

署名を選択する
署名追加をクリック

する

チェックボックスに

チェックを入れる

日税連 税理士用

電子証明書（第四世

代）を選択する

確定をクリックする

ICカードを利用を選

択する



　指定された電子証明書の内容が表示される。

　※ 「ＩＣカードを利用」を選択した場合、PINコードを入力するウインドウが表示される。

4. 署名する電子証明書の内容を確認の上、[OK]ボタンをクリックする。 
　電子署名が付与され、結果が表示される。 

5. [OK]ボタンをクリックすると一覧画面に戻る。 
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OKをクリックする

暗証番号（PIN）を入

力する

OKをクリックする

OKをクリックする



プロセス

* 地方税電子申告 「4.送信」について

注意） 申告・申請等データの送信を行う際には、インターネットを経由してeLTAXへログインする。
eLTAXの利用者ＩＤを持っていないユーザは、まずeLTAXへ電子申告の利用届出を行う必要が
ある。

1. 送信を行う申告・申請等データを作成し、ツリーメニューから「4.送信」を選択する。

2. 送信を行う申告・申請等データにチェックを入れ、[送信]ボタンをクリックする。

　送信準備処理が行われる。

　注意） 提出期限（7年）を過ぎている申告・申請等データは送信できない。 

3. 送信確認のメッセージが表示されたら、メッセージ内の注意を確認後に[はい]ボタンをクリック
　　する。

　「認証」画面が表示される。 

4. 「認証」画面の[参照]ボタンをクリックし、「利用者一覧」画面から送信時に使用するeLTAXの
　利用者ＩＤの利用者情報を選択する。
　暗証番号がデータベースに保存されていない場合は暗証番号を入力し、[確定]ボタンをクリック
　する。
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システム名 電子申告の達人 　地方税電子申告 「4.送信」

送信をクリックする

チェックボックスに

チェックを入れる

送信を選択する

「はい」をクリックす

る



　eLTAXにログインし、申告・申請等データの送信が行われる。

　送信完了後にメッセージが表示される。 

　<参考> 入力した利用者ＩＤと、送信する申告・申請等データに設定されている利用者ID（納税者、
　税理士とも）が不一致の場合は、 警告メッセージが出力される。
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OK をクリックする



プロセス

* 地方税電子申告 「5.メッセージ確認」について

eLTAXのメッセージボックスからメッセージを一括ダウンロードする方法

1. [メッセージのダウンロード]ボタンをクリックする。

2. 「受信利用者確認」画面が表示される。メッセージダウンロードを行う前に、受信する利用者を確認
　・変更する。

3. [確定]ボタンをクリックする。
　登録してある利用者それぞれについて自動的にログインを行い、メッセージボックスからメッセージ
　をダウンロードする。
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システム名 電子申告の達人 　地方税電子申告 「5.メッセージ確認」

メッセージ確認を選

択する

メッセージダウン

ロードをクリックする

確定をクリックする

税理士法人 さくら税

務を選択する



　<参考> 「送受信の設定」の「受信用設定」画面より取得するメッセージの期間や手続き等を指定する
　ことができる。

4. 対象となっている利用者のメッセージのダウンロードが完了すると[保存]ボタン、[閉じる]ボタンが
　表示される。[保存]ボタンをクリックするとCSV形式で表示内容を保存できる。また、[閉じる]ボタン
　をクリックするとダイアログを閉じる。 
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OK をクリックする

確定をクリックする

暗証番号を入力す

る



プロセス

* 送受信の設定：利用者情報の追加方法

送受信の設定では、国税(e-Tax)および地方税(eLTAX)の利用者の情報を一覧に登録するとともに、
利用者に対する送受信等に関する設定を行う。

利用者情報を追加する方法は、３通りある。

　　➀ 「送受信の設定」画面から手動で追加する方法
　　　　※ 「新規登録」する方法
　　　　※ 「事業者データベースから取込」する方法

　　② 「送受信の設定」画面から外部ファイル（CSV）をインポートして追加する方法

　　③ 「達人シリーズからの取込」等で、電子申告データを取り込むことにより追加する方法 
　　　　※ 電子申告データを取り込んだ場合は、利用者の情報は自動で追加される

Ⅰ. 新規登録の手順

1. [国税／地方税選択]で、「国税」または「地方税」の設定対象を選択する。

2. 「利用者追加」ボタンをクリックして表示される項目から「新規登録」を選択する。

《例：地方税の新規登録》　

3. 表示された「利用者追加」画面に利用者の情報を設定する。
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システム名 電子申告の達人 利用者情報の追加方法

地方税を選択する

利用者追加をクリッ

クする
共通設定タブを選択

する



4. [確定]ボタンをクリックする。

利用者名： 法人名を入力

利用者ID： ｅＬＴＡＸで取得した№を入力

事業者ｺｰﾄﾞ：顧客番号を小文字で入力

決算月： 決算月を入力

Ⅱ. 事業者データベースから取込の手順

1. [国税／地方税選択]で、「国税」または「地方税」の設定対象を選択する。

2. [利用者追加]ボタンをクリックして表示される項目から「事業者データベースから取込」を選択する。

3. 表示された「事業者一覧」画面から利用者として追加したい事業者を選択する。

4. [確定]ボタンをクリックする。
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確定をクリックする

事業者データベース

から取込をクリック

する

国税または地方税

を選択する

入力する



プロセス

* 送受信の設定：利用者情報の編集方法

登録済みの利用者の情報を編集する。

利用者名、事業者コード、利用者種別、法人個人区分の情報を編集することができる。

1. [国税／地方税選択]で、「国税」または「地方税」の設定対象を選択する。

2. 編集したい利用者を一覧から選択し、[利用者編集]ボタンをクリックする。

3. 表示された「利用者編集」画面で利用者の情報を編集し、[確定]ボタンをクリックする。 

　　　編集する

　<参考」> 「利用者編集」画面を「確定」するタイミングで、同一の利用者識別番号、または利用者ID
　　が設定された電子申告データの事業者コードは当画面での入力値に統一される。
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システム名 電子申告の達人 利用者情報の編集方法

利用者編集をクリッ

クする

国税、地方税を選択

する

編集する利用者を

選択する

確定をクリックする



プロセス

* 送受信の設定：利用者情報への受信用の設定方法

国税(e-Tax)および地方税(eLTAX)の利用者に対して、メッセージ等を受信する設定方法。

受信用の設定としては、メッセージの受信要否の選択、およびメッセージの受信範囲等の設定、を行う
ことができる。

Ⅰ. メッセージの受信要否の選択

1. [国税／地方税選択]で、「国税」または「地方税」の設定対象を選択する。

2. 「受信用設定」タブをクリックする。

3. 表示された一覧から、メッセージを受信対象とする、または受信対象外とする利用者のチェック 
　　ボックスをクリックして、受信の要否を選択する。

　　<参考> [全選択]ボタンをクリックすることで、全ての利用者を受信対象とする、または受信対象外
　　とすることができる。

Ⅱ. メッセージの受信範囲等の設定

1 [国税／地方税選択]で、「国税」または「地方税」の設定対象を選択する。

2. 「受信用設定」タブをクリックする。

3. 表示された一覧から、ﾒｯｾｰｼﾞの受信範囲等を設定する利用者を選択し[設定]ボタンをクリックする。
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システム名 電子申告の達人 利用者情報への受信用の設定方法

国税・地方税を選択

する

受信用設定タブをク

リックする

チェックを入れる



4. 表示された「受信用設定」画面で受信範囲等の設定を行う。 

　　<参考> [受信用設定」画面では、受信するメッセージの期間範囲、手続範囲、対象範囲の設定を
　　行うことができる。

　　<参考> 「地方税」の設定では、処分通知等メッセージ（電子署名有りの特別徴収税額通知書）の
　　ダウンロード要否を設定することができる。
　　また、ダウンロード時に必要となる「保護番号」を、あらかじめ登録することもできる。
　　※処分通知等メッセージには個人番号が含まれるため、ダウンロード要否の設定には注意する。

5.「確定]ボタンをクリックする。

　　　　　設定する
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受信用設定タブをク

リックする

国税・地方税を選択

する

設定をクリックする

利用者を選択する

確定をクリックする



プロセス

* 送受信の設定：利用者情報へのe-Tax、eLTAX登録情報の設定方法

国税(e-Tax)および地方税(eLTAX)の利用者のセンター登録情報を設定する方法。

1. [国税／地方税選択]で、「国税」または「地方税」の設定対象を選択する。

2. 「共通設定（e-Tax, eLTAX登録情報）」タブをクリックする。

3. 表示された一覧から、センター登録情報を設定する利用者を選択し、[設定]ボタンをクリックする。

《例：地方税の登録情報設定》　※ 暗証番号変更。提出先設定。

4. 表示された「共通設定（e-Tax, eLTAX登録情報）」画面でセンター登録情報の設定を行う。
　　登録情報の設定時には各センターへのログイン情報が求められる。

① 暗証番号の[設定]ボタンをクリックする。
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システム名 電子申告の達人 e-Tax、eLTAX登録情報の設定方法

地方税を選択する

共通設定タブを選択

する

利用者を選択する

設定をクリックする

暗証番号の設定を

クリックする



② eLTAXの仮暗証番号を変更する。

　　変更前暗証番号に、仮暗証番号を入力する。

　　新暗証番号に、顧客番号を小文字で入力する。

　　[確定]ボタンをクリックする。

　　注意） 仮暗証番号有効期限 ： 利用者ID取得日 当日

③ OKをクリックする。

④ OKをクリックする。

41

仮暗証番号を入力

する

顧客番号を入力す

る

確定をクリックする

ＯＫをクリックする

ＯＫをクリックする



⑤ 提出先・手続き情報の設定をクリックする。

⑥ [追加]ボタンをクリックする。

⑦ 追加する提出先の[都道府県][地方公共団体][申告税目]を選択する。

    課税地には、提出する市区町村にある店舗住所を入力する。

　　[確定]ボタンをクリックする。
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提出先・手続き情報

の設定をクリックす

る

保存済と表示される

eLTAXで届出した内

容が表示されている

追加をクリックする

自己の申告を行うに

チェック



⑧ [更新]ボタンをクリックする。

⑨ [閉じる]ボタンをクリックする。
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提出先にある店舗

住所を入力する

追加する内容を選

択する

確定をクリックする

更新をクリックする

提出先が追加され

る

閉じるをクリックする



⑩ [閉じる]ボタンをクリックする。

⑪ [閉じる]ボタンをクリックする。

　　<参考> e-Tax登録情報としては、[暗証番号]、[電子証明書]、[メールアドレス等]、[秘密の質問
　　と答え]、[納税用確認番号]の設定を行うことができる。

　　<参考> eLTAX登録情報としては、[利用者情報]、[提出先・手続き情報]、[暗証番号]、[電子
　　証明書]の設定を行うことができる。

　　注意） 「共通設定（e-Tax, eLTAX登録情報）」画面から設定した情報は記録されて、以降、本画面
　　に表示される。　ただし、電子申告の達人以外のソフト等を用いて登録・変更した情報は本画面に
　　反映されない。
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閉じるをクリックする

閉じるをクリックする



プロセス

* 送受信の設定：e-Tax、eLTAXのメッセージボックス等の参照方法

e-TaxおよびeLTAXのセンターに保持されているメッセージ等の内容を直接確認する方法。

【 確認できる内容 】
国税 メッセージボックス、還付金処理状況、振替納税結果
地方税 メッセージボックス、受付状況照会

Ⅰ. 国税：[メッセージボックス]または[還付金処理状況]または[振替納税結果]

1. [国税／地方税選択]で、「国税」を選択する。

2. 利用者の一覧から、メッセージボックスまたは還付金処理状況または振替納税結果の確認対象の
　　利用者を選択する。

3. [メッセージボックス]ボタンまたは[還付金確認]ボタンまたは[振替納税結果]ボタンをクリックする。

4. 「認証」画面で利用者識別番号を確認し、 暗証番号がデータベースに保存されていない場合は
　　暗証番号を入力し、[確定]ボタンをクリックする。
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システム名 電子申告の達人 メッセージボックス等の参照方法

メッセージボックスを

クリックする

メッセージボックス

のタブを選択

国税を選択する

利用者を選択する

暗証番号を入力す

る
確定をクリックす

る



5. 「メッセージ一覧」または「還付金処理状況一覧」または「振替納税結果一覧」画面が表示されたら、
　　参照対象のメッセージまたは還付金処理状況または振替納税結果を選択して[詳細表示]ボタンを
　　クリックする。

※ お知らせの場合は[お知らせ]ボタンをクリックする。

※ 印刷する場合は[印刷]ボタンをクリックする。

　 画面を閉じるときは、[×]をクリックする。
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メッセージを選択す

る

詳細表示をクリッ

クする

お知らせをクリック

する



Ⅱ. 地方税：メッセージボックス

1. [国税／地方税選択]で、「地方税」を選択する。

2. 利用者の一覧から、メッセージボックスの確認対象の利用者を選択する。

3. [メッセージボックス]ボタンをクリックする。
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× をクリックして

閉じる

地方税を選択する

メッセージボックス

のタブを選択する

メッセージボックスを

クリックする

利用者を選択する



4. 「認証」画面で利用者ＩＤを確認し、 暗証番号がデータベースに保存されていない場合は暗証番号を
　　入力し、[確定]ボタンをクリックする。

※ メッセージを選択し、[詳細表示]をクリックする。
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暗証番号を入力す

る

確定をクリックす

る

メッセージを選択す

る

詳細表示をクリッ

クする



※ 印刷する場合は[印刷]ボタンをクリックする。

　 画面を閉じるときは、[閉じる]をクリックする。

Ⅲ. 地方税：受付状況照会

1. [国税／地方税選択]で、「地方税」を選択する。

2. 利用者の一覧から、受付状況の確認対象の利用者を選択する。

3. [受付状況照会]ボタンをクリックする。
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閉じるをクリックす

る

利用者を選択する

メッセージボックス

のタブを選択する

地方税を選択する

受付状況照会をク

リックする



4. 「受付状況照会方法選択」画面で照会方法を選択して[確定]ボタンをクリックする。

　　「受付状況照会方法選択」画面で[申請番号を入力して照会]を選択した場合は、「受付状況照会」
　　画面から[申請番号]と[照会番号]を設定し、[確定]ボタンをクリックする。

5. 「認証」画面で利用者ＩＤを確認し、 暗証番号がデータベースに保存されていない場合は暗証番号
　　を入力し、[確定]ボタンをクリックする。

6. 「受付状況照会結果」画面が表示されたら、一覧から受付状況を確認する。
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利用者IDで照会に

チェックする

確定をクリックする

暗証番号を入力す

る

確定をクリックする



プロセス

* 進捗管理：電子申告データ一覧の表示方法

電子申告データを抽出し、電子申告データ一覧を表示する手順。

電子申告データ一覧には、データベース内の各電子申告・申請等データの進捗状況や納税額等、
対応するメッセージデータが存在する場合は受付状況等も表示される。

1. メイン画面から[進捗管理]ボタンをクリックします。「進捗管理」画面が表示される。

2. 「進捗管理」画面の「抽出対象選択」で、[利用者で抽出]または[手続きで抽出]を選択する。 　

　　　利用者で抽出 ： 指定した利用者について電子申告データの抽出を行う場合に選択する。
「法人利用者」または「個人利用者」を選択する。

　　　手続きで抽出 ： 指定した手続きについて電子申告データの抽出を行う場合に選択する。
「国税」または「地方税」を選択する。
「達人サポート外手続きも表示」にチェックを付けると、達人でサポートして
いない手続きも選択することができる。

3. 「進捗管理」画面のリストから抽出対象の利用者（利用者で抽出の場合）または手続き（手続きで
　　抽出の場合）にチェックを付ける。

　　注意） 手続きで抽出の場合、複数の選択はできない。

　　<参考>[検索]からﾘｽﾄ表示項目の絞り込み、[表示切替]からｿｰﾄ順の切り替えを行うことができる。

4. 「進捗管理」画面の「抽出条件」で、[対象年度(年分)]、[明細出力単位]（利用者で抽出の場合）、
　　または[対象年度(年分)]、[メッセージ確認のみに存在するデータ]（手続きで抽出の場合）を設定
　  する。
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システム名 電子申告の達人 電子申告データ一覧の表示方法

進捗管理をクリック

する



　　　対象年度(年分)　： 抽出対象データの年度を指定する。
利用者で抽出の場合で、[明細出力単位]で「申告データ毎」を選択している
場合に「直近3年分」を指定できる。

　　　明細出力単位　： 明細の出力単位を「申告データ毎」、「利用者毎」から選択する。
「利用者毎」を選択した場合は、[実行]ボタンのクリック後に「利用者抽出
結果」画面が表示される。

　　　ﾒｯｾｰｼﾞ確認のみ： メッセージデータに対応する電子申告・申請等データがデータベース内に
　　　に存在するﾃﾞｰﾀ 存在しない場合も、メッセージデータを一覧への抽出対象とする。

5. 「進捗管理」画面の各設定が終わったら、[実行]ボタンをクリックする。 「進捗管理」画面で設定した
　　抽出条件に応じて「電子申告データ一覧」が表示される。 

　　<参考> 「電子申告データ一覧」画面の[ファイル保存]から、電子申告データ一覧の内容をCSV形式
　　またはExcel形式のファイルで出力できる。

　　<参考> 「電子申告データ一覧」画面の[詳細情報]から、選択した電子申告データの内容を帳票
　　イメージで表示することができる。
　　データベースセキュリティが有効の場合、個人番号を含む可能性が有る手続きの個人番号／
  　法人番号項目の表示は、個人番号へのアクセス権限によって以下の通り動作する。
　  ・アクセス権限有り：帳票上は常にマスクし各項目の詳細画面上で表示
　  ・アクセス権限無し：個人番号を常にマスク 

 　　<参考> 「電子申告データ一覧」画面の[メール詳細]から、選択した電子申告データに対応する
　　　メッセージデータの内容を表示することができる。 
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利用者・手続きを選

択する

対象にチェックする

対象年度すると明

細出力単位を設定

する

実行をクリックする



53

ＯＫをクリックする

詳細情報で帳票を

表示できる

ファイル保存でＥｘｃ

ｅｌに保存できる



プロセス

* 進捗管理：電子申告完了報告書の出力方法

電子申告完了報告書を出力する手順。

1. メイン画面から[進捗管理]ボタンをクリックする。「進捗管理」画面が表示される。

2. 「進捗管理」画面の「抽出対象選択」で[利用者で抽出]を選択し、「法人利用者」または「個人利用　
　　者」を選択する。 

3. 「進捗管理」画面のリストから、完了報告書作成対象の利用者にチェックを付ける。
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システム名 電子申告の達人 電子申告完了報告書の出力方法

進捗管理をクリック

する

利用者で抽出に

チェックする 利用者毎を選択す

る

法人利用者・個人利

用者を選択する

対象年度を設定す

る

利用者にチェックす

る
実行をクリックする



4. 「進捗管理」画面の「抽出条件」で、[対象年度(年分)]を設定し、[明細出力単位]で「利用者毎」を
　　選択する。

5. 「進捗管理」画面の各設定が終わったら、[実行]ボタンをクリックする。 
　　「進捗管理」画面で設定した抽出条件に応じて「利用者抽出結果」画面が表示される。 

6. 「利用者抽出結果」画面の[完了報告書出力]をクリックする。

　　「完了報告書対象データ選択」画面が表示される。

7. 「完了報告書対象データ選択」画面の「申告状況」のリストから、出力対象とする税目にチェックを
　　つける。
　　[前利用者]、[後利用者]をクリックすると、設定対象の利用者が変更できる。

8. 「完了報告書対象データ選択」画面の「税理士情報」から、完了報告書に設定する税理士に関する
　　情報を設定する。
　

9. 「完了報告書対象データ選択」画面の「オプション」から、完了報告書の出力の際に同時に出力する
　　データにチェックを付ける。

10.「完了報告書対象データ選択」画面の「出力されるファイルの名称付与方法」から、完了報告書に
　　設定するファイル名の規則を設定する。　

11.「完了報告書対象データ選択」画面の[OK]ボタンをクリックし、
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ＯＫをクリックする

完了報告書出力を

クリックする



12. 「フォルダーの選択」画面から出力先のフォルダを選択して[OK]ボタンをクリックする。

指定のフォルダに電子申告完了報告書が出力される。
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税目にチェックする

税理士情報を設定

する

オプションにチェック

する
ファイル名の規則を

設定する

ＯＫをクリックする

ＯＫをクリックする



プロセス

* 進捗管理：税額通知受領状況の表示、税額通知CSVデータの出力方法

給与支払報告書の税額通知データについて、各提出先の税額通知の受領状況の表示や、税額
通知CSVデータを出力する手順

1. メイン画面から[進捗管理]ボタンをクリックする。

　　「進捗管理」画面が表示される。

2. 「進捗管理」画面の「抽出対象選択」で[手続きで抽出]を選択し、「地方税」を選択する。　

3. 「進捗管理」画面のリストから、[お知らせ]―[個人都道府県民税・市区町村民税(特徴)]―

　　[特別徴収義務者用税額通知データ]にチェックを付ける。

4. 「進捗管理」画面の「抽出条件」で、[対象年度(年分)]を設定し、[対象年度(年分)]、[メッセージ確認
　　のみに存在するデータ]にチェックを付ける。

5. 「進捗管理」画面の各設定が終わったら、[実行]ボタンをクリックする。 

　　「進捗管理」画面で設定した抽出条件に応じて「電子申告データ一覧」が表示される。
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システム名 電子申告の達人 税額通知受領状況の表示

進捗管理をクリック

する



6. 「電子申告データ一覧」画面の[通知状況]ボタンをクリックする。
　　「税額通知受領状況（市町村単位）」画面が表示される。 
　　市町村単位の税額通知の受領状況を一覧で把握することができる。

7. 「電子申告データ一覧」画面の[CSV連携]ボタンをクリックする。
　　「税額通知ＣＳＶ連携」画面が表示される。

　

8. 「税額通知ＣＳＶ連携」画面の「出力方法」、「出力対象」、「出力オプション」を設定し、[保存]ボタン
　　をクリックする。

9. 「フォルダーの選択」画面から出力先のフォルダを選択して[OK]ボタンをクリックする。
　　指定のフォルダに税額通知のCSVファイルが出力される。
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手続きで抽出を選

択し、地方税を選択

する

チェックをつける

実行をクリックする


